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合衆国の高等教育機関におけるユダヤ人差別

一ニューヨーク州「州立大学の必要性に関する臨時委員会」報告臀，

『高等教育における機会の不平等』を手がかりに一

北 美幸

Abstract: This paper examines anti-Jewish admission policy, what you call "Quota System", practiced 

mainly at northeastern higher educational institutions from the 1920s to the late 1940s. How Jewish 

students were disadvantaged as compared with non-Jewish students in gaining admission is especially 

mentioned with reference to the case of New York State in the mid 1940s. Higher education at that time 

was very monotonous and quite a WASP society, and Jews as non-Christians, immigrants and working 

class members were not welcomed. The policy of selection by geography introduced at certain 

institutions was often unfavorable for Jewish applicants because of their population's peculiar 

concentration in New York City. Furthermore, the discrimination against Jews really existed, which 

is verified by the fact that, among New York City residents, there was a difference in the percentage of 

applications accepted between Jews and non-Jews. Note also that the burden of such discriminatory 

practices was not so heavy as newspapers and magazines of those days reported. After World War II, 

racial and religious discrimination at colleges gradually declined. The"Crack the Quota" drive by Anti 

-Defamation League, one of the leading Jewish Americans'organizations, greatly helped to improve the 

situation. 

は じめに

現在ユダヤ系アメリカ人（以下ユダヤ人とする）は，医

師・弁護士等の専門職業につくものも多く，平均の収入で

ワスプ(WASP)を上回るなど，アメリカ社会のメインスト

リームにしつかりと位囮づけられているようにみえる。し

かしながら，ユダヤ人は入国時の所持金や教育の点で他の

移民に優っていたわけでもなく，政治に長けていたわけで

もない。アメリカ社会の受け入れ方が他の移民に対してよ

りも好意的であ ったという事実もない。 (I) ユダヤ人は，

1880年代から急増したいわゆる新移民の一部として主に ロ

シアやポーランドから大量に移民したが，彼らに対する差

別・排斥感情はどの時代にも強く，社交クラブや行楽地か

らの締め出しをはじめとして，後には住宅の購入やホワイ

トカラー職への就職など様々な場面で差別を受けた。彼ら

が急速な社会的上昇を果たし中産階級化するのは第二次世

界大戦後， 1950年代半ばを過ぎてからのことである。

ユダヤ人に対する差別は高等教育の分野においても例外

ではなかった。教育を大切にするユダヤ教の教えにより学

問に対する強い熱意を持っていたことに加え， 差別による

ホワイトカラー職への就職困難を回避するために学位の取

得による自営的専門職業への進出を目論み，移民の第二世

代で多くのユダヤ人が高等教育をのぞむようになる。しか

し，ワスプの社交の場としての性格を色濃く残していた当

時の大学は，異教徒であり移民であるユダヤ人学生を歓迎

しなかった。すでに1910年頃には，大学によっては地域に

おける人口比を上回るユダヤ人学生が在籍したが，より多

くのユダヤ人が大学進学を希望する ようになると，大学は

ユダヤ人の課外活動のクラブやフラタニティ（男子大学生

の友愛会）への加入を拒否したり，あるいはユダヤ人の学

生数そのものを制限する ようにな った。そしてこの差別は

1940年代の終わりまで継続されたのである。

高等教育機関におけるユダヤ人学生数制限策は Quota

System（ユダヤ人入学者数の割り当て制限制度）として

一般に認識されている。この QuotaSystemという呼び方

には， 1880年代よりロシアや束欧で展開されたより厳しい

公のユダヤ人制限策である「人数条項(numerusclausus)」

（人数制限付き入学許可）や， 1924年移民法における出身

国別移民割り当ての影響が考えられよう。しかしながら，

合衆国においてはロシアや束欧と異なり，ユダヤ人学生
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割り当て制限策の実施や具体的なユダヤ人枠の数字が公表

されることはほとんどなかった。そのため， 差別の実態を

確固たるものとして捉えることは難しく， QuotaSystem 

という呼び方も「…実施は秘密にされることが多かったが，

われわれはその多くを知っている」 (2)という認識レベルで

のものであ ったと考えられる。確かに移民に対する不寛

容に満ちていた当時の社会背景や反ユダヤ感情の蔓延から

考えて，その排斥感情が高等教育界にも及んだことは状況

としては理解できるものの，大学側が具体的な数値を公に

示して人種・宗教に基づいた学生の募集を行っていたとい

うことを史料的に確認することはできない。

このような事情から，先行研究は，大学当局によりユダ

ヤ人学生制限の旨が公言 された数少ない例である 1922年 6

月のハーバード大学のユダヤ人学生制限の計画の発表と，

それから 1923年 4月にかけての同大学における入学制度の

変更に関しての考察に偏りがちである。 (3)そのため，この

時期にユダヤ人学生に差別的な入学制度がどの程度普及し

ており，実際にユダヤ人学生の入学の困難度はどの程度で

あったのかは不明のままである。ユダヤ人差別の例として，

1940年のコーネル大学メディカル・スクールにおけるユダ

ヤ人と非ユダヤ人の合格状況を紹介したもの，あるいはそ

の数字を利用して高等教育機関におけるユダヤ人差別を紹

介している記述を筆者（北）は数例確認した。 （資料 l参

照）（4）しかしながら，この数字は特に差別の厳しかった例

であるのか，あるいは当時の裔等教育機関のユダヤ人入学

状況に関して具体的数字が判明した一例であるのかは明ら

かにされていない。 また，シノットは， 1900年代から30年

代に至る全国 107校の高等教育機関におけるユダヤ人学生

数とその学生集団全体に占める割合の変化を表にまとめた

が，（5) その表からはユダヤ人学生の割合の増減に関して一

定の傾向は確認されず，また，ユダヤ人志願者数に対する

入学者の割合が示されていないため，ユダヤ人が非ユダヤ

人と比較してどの程度不利であったのかを読みとることが

できない。実際のユダヤ人学生の入学状況を知るためには

これらの問題点が克服される必要がある。

本稿では，考察の対象を1940年代中頃，特に1946年秋季

資料 1 コーネル大学医学部の受験者と合格者 1940年

受験者数 約1,200人

内
ユダヤ人 700人 (58. 3%) 

訳
非ユダヤ人 (41. 6%) 500人

合 格者数 80人

内
ユダヤ人 10人 (12.5%) 

訳
非ユダヤ人 (87.5%) 70人

ユダヤ人受験者の合格率 1.4% （競争率70.0倍）

非ユダヤ人受験者の合格率 14. 0% （競争率 7.1倍）

美幸

のニューヨーク州とする。合衆国のユダヤ人人口の約半数

はニューヨー ク州に居住しており，その点で同州の考察は

合衆国ユダヤ人の広い範囲をカバーすることが可能であ

る。また時期的には， 1945年 8月のダートマス大学学長ホ

プキンズ(ErnestM. Hopkins)のユダヤ人学生の割り当て

制度を公に弁護する発言がマスコミで取り上げられ，高等

教育機関におけるユダヤ人差別が1922年の「ハーバード事

件」以後，再び世間の注目を集めた時期である。差別の厳

しさに関しては明確ではないが「1935年以降の10年で差別

の状況は非常に悪化している」という記述がある。 (6) よっ

て，少なくとも第二次大戦後，事態の改善が見られ始める

前の状況といえるだろう。

また，本稿の課題である数値による差別の程度の確認に

は資料の制約が伴うことも対象が限定された理由である。

本稿の第 2節以降では，ニューヨーク州で1948年に発行さ

れた行政資料『高等教育における機会の不平等』のを主に

用いる。同報告書は，州内の教育機会の平等化と拡充を目

的とした「州立大学の必要性に関する臨時委員会」による

調杏報告であり，ニューヨーク州内の高等教育機関の1946

年秋の新入生を出身地・人種 ・宗教等に関して入学状況の

統計的調査・分析を行ったものである。本稿では同報告書

を用い，合衆国の高等教育機関におけるユダヤ人差別の一

端を明らかにすることを目標とする。

1. 高等教育機関における反ユダヤ感情の発生と

増大

本節では，裔等教育へのユダヤ人の参入とその理由，ま

たそれに伴う大学での反ユダヤ感情の発生と増大について

述べる。そのことで，ユダヤ人学生が他のマイノリティ学

生と比較しても特異な存在であったことや，彼らが排斥さ

れるに至った背景を理解することができよう。

1880年代より増加した束欧系ユダヤ移民は，その多くが

ニューヨークのスラムに定着し，衣料産業の従事者となっ

た。衣料産業は当時のアメリカで急速に拡大しつつある産

業であ ったため，ユダヤ人移民の多くは移民の第二世代で

ある程度の社会的・経済的上昇を果たすことができた。そ

して，生活に多少のゆとりができたユダヤ系移民は大学教

育を求めるようになったのである。

このユダヤ人の高等教育への参入の理由として，さしあ

たり次の三つがあげられよう 。まず， 一つ目はユダヤ人の

教育志向の強さである。ユダヤ教の教えでは子供は三歳の

時か ら聖書の勉強を始めるとされ， 学問を大切にし学者を

尊敬する傾向がユダヤ人全体に広ま っていた。 また，歴史

的に差別を受け続け放浪の民としての生活を余｛義なくされ

てきたユダヤ人にとって，聖菖であるトーラーの学習は，
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ユダヤ人意識を植え付け，聖職者でもあるタルムード学者

を中心としたユダヤ人コミュニティーを存続させる役割を

果たしたとワースは指摘している。(8)

二つ目に， 19世紀後半に生じた高等教育の変革がある。

1870年代より合衆国の高等教育機関はそれまでの小規模な

リベラルアーツ・カレ ッジから「科学研究」を目的とする

大学院中心のユニバーシティヘと変貌し， （9) それに伴い入

学の条件やカリキュラムにも大きな変化が生じた。古典的

な科目を重視していたカリキュラムにはビジネスや工学等

の実用的な科目が増え，それまで徒弟制度の中で行われて

きた医学教育や法律の教育もこの時期までに大学のシステ

ム内での訓練に独占された。その結果，多くの若者が実用

的な知識を求め大学を志願するようになり，高等教育機関

の規模そのものも拡大した。また，大学の多くは北束部の

大都市に集中していたが， （10) これらの地域はユダヤ人が

多く住んだところであった。

三つ目に，被差別者であるユダヤ人にとっての自営的専

門職の魅力があった。既に反ユダヤ主義の蔓延により 1910

年を過ぎた頃からホワイトカラー職への就職は企業側の排

斥により困難になりつつあ った。そこで，知的・経済的条

件に恵まれたユダヤ人の青少年達は，資格さえ取得すれば，

非ユダヤ人からの排斥・差別に遭遇する可能性が少ない自

営的専門職となる道を目指し，それらを養成する高等教育

機関の特定分野へ殺到した。 (11) 実際，ユダヤ人学生は非

ユダヤ人学生と比較して， 専門職につながる専攻の中でも，

工学や教育学等よりも，自営業的な側面を持つ薬学や歯学，

法学を選ぶ傾向が強い。 （資料 2参照）

こうしてユダヤ人学生は大挙して大学に入学することと

なった。例えば，ニューヨーク市立大学には特に多くのユ

ダヤ人の若者が殺到し，1920年までには全学生の80%～90

％を占めるようになっていた。その他にも北束部を中心に

ユダヤ人学生の数は急速に増加し，機関によ っては合衆国

における人口比 (4%) を大きく上回る割合のユダヤ人学

生が在籍するようになった。(12)

しかし，彼らは大学側から喜んで迎えられた訳ではなか

った。むしろ，困惑と敵意を持って迎えられたのである。

彼らは子弟を大学に通わせる程度の経済的な上昇を果たし

たとはいえ，移民してからの期間が短く労働者階級の出身

であった。当時は寮での生活が大学生活の主要な一部分と

考えられていたにもかかわらず，ユダヤ人学生の多くは自

宅から大学に通い，放課後には家業を手伝うことも珍しく

なかった。 (13) また，彼らの多くは正統派のユダヤ教徒で

あり，服装や言葉その他アメリカナイズされていなかった。

この状況に関して，週刊誌『ネーション』には，ユダヤ人

は「他の人種・民族より 一世代あるいは二世代はやく息子

を大学に送っている。その結果，実際に大学には，汚く機

転のきかないイタリア人やアルメニア人やスロヴァキア人

よりもたくさんの汚いユダヤ人や機転のきかないユダヤ人

資料 2 全米106の高等教育機関における専門・職業教育を受けるユダヤ人学生の分布 1918-19学年度

呂子 生 数 ユダヤ人の

全体 ユダヤ人 非ユダヤ人
偏り 3

占有 率

薬 邑子 1,791 409 (6. l %) 1,292 (2.0%) 305 27. 9% 

歯 呂子 4, 190 981 (12. 0 %) 3,209 (4.7%) 255 23. 4% 

法 律 邑子 5,515 1, 194 (14. 7 %) 4,321 (6.4%) 229 21. 6% 

商学 ・財政学 9,810 1, 885 (23. 1 %) 7,925 (11. 8%) 196 19. 1 % 

医 巫子 I 9,105 1,496 (18. 4%) 7, 609 (11. 2 %) 164 16. 4% 

工 } 子 22,274 1,325 (16. 3%) 20, 949 (30. 9%) 53 5. 9% 

農 学 ・林 学 5,610 127 ( 1. 6%) 5, 483 (8. 1 %) 20 2. 3% 

教 育 巫子 9,520 404 (5. 0%) 9,125 (13.5%) 37 4. 2% 

そ の 他2 8,015 231 (2. 8%) 7,784 (11. 4%) 25 2. 8% 

合 計 75,839 8, 142 (100. 0%) 67, 697 (100. 0%) 10. 7% 

（参考）

文 学 ・理 学

106校総計

77, 246 

153,085 

6,694 

15,836 

70,552 

137,249 

8. 7% 

9. 7% 

l 獣医学を含む。

2 建築学，ジャ ーナリズム， 図書館学，社会事業， 看護学，体育学，音楽，美術， 家政学，軍事訓練，

応用光学を含む。

3 非ユダヤ人の学生がその学問を専攻するのを100とした場合のユダヤ人がそれを専攻する割合。

* "Professional Tendencies Among Jewish Students in Colleges, Universities, and Professional Schools," 

（文末注12参照） pp.391,393よ り作成。

＊本稿の資料中， 斜体の数字は筆者 （北） の算出によ る。 （パーセンテージの計算等は除 く。）
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がいるのである」と意見が寄せられている。いまた，コ

ロンビア大学学部長のケッペル (FrederickPaul Keppel) 

は「彼らはたいてい，どんな種族でも野心に燃えていない

限り高等教育など問題にしないような環境の出身である」

と述べている。 (15)

また，当時の大学に広まっていたムードは真面目さや学

問への傾倒といったものでは決してなく，スポーツ等の課

外活動に力を入れる大学生活が盛んに行われていた。大学

とはまさにワスプの牙城であり，上流階級プロテスタント

の社交の場・エリートの地位の象徴であった。それに対し，

高等教育による自営的専門職のための学位取得を労働者階

級からの脱却の手段と考えていたユダヤ人学生には，真剣

に学問に打ち込む傾向があった。彼らによって学業の到達

度を競う雰囲気が学内に作り出されたが，それは知識の習

得よりも人格 (character)教育を重んずる大学の「上品な

伝統」に反するものであった。 (16) 次の一節は当時の人々

がユダヤ人学生に対して抱いていたイメージを代表するも

のであろう。

ユダヤ人学生は毎晩遅くまで勉強し，翌朝の授業を

完全に覚えていた。彼らは明らかに自分の学問的成功

に誇りを持ち，そのことについて話をしていた。（中

略）もし誰かが暗唱の時に，先生も気付かない間違い

をした時には，それを指摘するために20本の手が一斉

に上がるのである。（中略）我々はユダヤ人を憎んだ。

なぜなら彼らはあまりに一生懸命に勉強し，情け容赦

ない程に競争心が強く…。 (17)

以上のようなキャンパスにおけるユダヤ人学生の特異性

に加え，当時の社会が有していた移民全般に対する反感が

高等教育機関での反ユダヤ主義を後押ししていた。ユダヤ

人学生の制限が試みられたこの時期は，移民数の急増と移

民源の北・西ヨーロッパから束・南ヨーロッパヘの転換に

より，合衆国全体が移民に対する不寛容の雰囲気に包まれ

ていたのである。国内では，労働運動の高まりやロシアで

のボルシェヴィズムに対する恐れから，移民制限論が強ま

った。また，第一次世界大戦時には100％アメリカニズム

と呼ばれるヒステリックなまでのネイティヴィズムの裔ま

りも見られた。そのような状況にあって，大学だけが反共・

反移民の風潮とかけ離れているはずもなかった。

ところで，この時期アイルランド系等カトリ ックの学生

に対してはユダヤ人ほどの強い敵意は向けられなかった。

その理由としては，まず第一に彼らは大学内の多数派であ

るプロテスタントと同じクリスチャンであ った。第二に，

カトリックの学生はユダヤ人ほど学生集団のうちで高い割

合を占めることがなかった。というのは，ユダヤ人は ラビ

養成学校など以外にはユダヤ教の大学を設立しなかったの

に対し，カトリ ソク教徒は宗教的な訓練は教育の主要な一
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部分であると考え，教区学校から大学に至るまでの独自の

教育システムを作り上げていたのである。実際に初等 ・中

等教育のレベルにおいてもカトリックは公立学校での教育

(public education) を好まず，教区学校に通うものの割合

が高かった。そういう訳で，カトリックの移民はユダヤ人

移民よりも早く入国していたにもかかわらず，遅い世代ま

で普通教育の（非宗教の）高等教育のメインストリームに

参入してこなか ったのである。 (18) また，黒人学生に関し

ても， この時期には大学が制限を考える程の学生数はなか

った。こうして，大学の伝統的なキャラクターを脅かすま

でに増加したユダヤ人学生に対してより厳しい学生数制限

が広く行われることとなった。

以上のような経緯でユダヤ人学生に対する大学側の不寛

容の雰囲気は完成した。 1910年代末にはユダヤ人学生を制

限する入学政策を採用する機関が現れ始め， 20年代から40

年代の終わり頃までその枠組みは基本的に維持された。次

節以降では特にその一時点を抽出し，ユダヤ人の大学入学

状況を観察することとする。

2. 当時の大学の入学制度

一地理配分制度の問題点一

本節では，ユダヤ人に対して向けられた「差別」以前の

問題として，当時の大学の入学制度，具体的には地理配分

制度を検討したい。前節で述べたように当時の高等教育は

極めて反ユダヤ的ではあったが，新入生募集の際に「ユダ

ヤ人お断り」あるいは「ユダヤ人は新入生の何％まで」

という看板を掲げることはなかった。それならば，その状

況からどのようにして「裔等教育機関にはユダヤ人差別が

あり，受け入れの割り当てが決まっている」という認識が

生まれたのか明らかにする必要がある。

まず初めに「地理配分制度」に関して若干の説明をして

おくと以下のようになる。学生の出身地のバランスを取り，

学生集団内に合衆国のさまざまな地域の多様性を反映させ

ようというこの入学政策は， regionalquotaあるいは

geographical quotaと表記されることが多い。しかしなが

ら，この入学制度の具体的な実施方法は大学によ って様々

であり，文字通りの意味での割り当て (quota)でないも の

もある。例えばハーパード大学で1923年4月に導入された

ものは，出身高校での成績によりそれまで入学生が少なか

った南部や西部出身の学生の入学を促進するものではあ っ

たが，既に学生集団の多数派を占めた北束部出身学生の割

合を数字で示して規定するものではなく，いわば北束部出

身学生の割合が相対的に下がることを目論んだものであ っ

た。まだコロ ンピア大学のように大都市出身の学生を50

％，大都市以外の出身の学生を50％と定めたものや，ニュー
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ヨーク大学のように寮に入るか近くに住める者を優先する

という形を取るものもあった。 (l9) その他， 一部の大学で

は他州からの入学者を制限するという形で志願者の出身地

が入学選考の要素とされることもあ った。本稿では，志願

者の居住地を制限する学区制のようなものではなく，入学

希望の資格には居住地の制限を設けず，入学申し込みを受

け付けた中で入学者の出身地の配分・構成を考慮して入学

選抜を行うものを「地理配分制度」と呼ぶ。

このような入学制度は1940年代のニューヨーク州の高等

教育機関ではどの程度普及していたのであろうか。各大学

の報告による地理配分制度の実施は， 1946年秋の入学にお

いて233校中56校であった。その内訳は，ニューヨーク市

内が97校中 11校，それ以外の地域では136校中45校である。

その中でもリベラルアーツ・カレ ッジに関しては，ニュー

ヨーク市内が21校中 5校，他の地域で40校中 16校であっ

た。 (20) 大学側の申告をそのまま受け取れば，地理配分の

方針を入学者選抜に取り入れている機関の数はさほど多い

とは感じられない。

そこで，実際には州内のどの地域に届住するものがどの

程度の不公平を被っていたのかを資料 3に示した。 (21) （資

料 3参照）具体的にば州内の地域とは，ニューヨーク市内

(New York City) とそれ以外の地域(upstate＝州北部）の

二つに分けて統計をと っている。資料より，市内の機関に

関しては，出身地により応募者と合格者の居住地別構成に

は大きな違いは見られない。しかしながら，州北部の機関

に関しては市内出身者と州外からの応慕者の合格率が低く

なっており，ローカルの志願者が有利になっている。この

傾向はメディカル・スクールの場合さらに顕著である。

このような不公平は，ニューヨーク市の出身者は州北部

の出身者よりも高い学力を持っていないと入学が許可され

ないことを意味する。州北部の17校から得られたデータに

よると，ニューヨーク市の応慕者は，卒業したクラスの上

位 4分の 1に属している場合でも，州北部出身で卒業クラ

スの上位 2分の 1の成績の者よりも合格の可能性は低い。

地理配分制度は出身地により受験資格までを制限するもの

ではないが，やはり特定地域の出身者（この場合はニュー

資料3a 非宗教系私立リベラルアーツ・カレッジ21校の受験者と合格者 1946年

応募者住所
NY市内 4校 州北部17校

応葬者数 合格者数 合格率 応募者数 合格者数 合格率

NY市内 9,435 (65%) 2, 736 (66%) 29% 4, 101 (23 %) 1, 312 (19%) 32% 

州北部 1,811 (13%) 543 (13%) 30% 8,054 (45%) 3, 705 (55%) 46% 

州 外 3, 254 (22 %) 879 (21%) 27% 5, 742 (32%) 1, 780 (26%) 31% 

合 計 14,500 (100%) 4, 158 (100%) 29% 17,897 (100%) 6, 797 (100%) 38% 

* Report, pp.46-4 7, 60より作成。

資料3b 州内メティカル・スクール 9校の受験者と合格者 1946年

応募者住所
NY市内 5校 州北部4校

応募者数 合格者数 合格率 応募者数 合格者数 合格率

NY市内 3,542 (54%) 279 (51%) 8. 0% 1, 319 (30%) 27 (11 %) 2. 0% 

州北部 853 (13%) 82 (15%) 9. 3% 1,275 (29%) 143 (58%) 11 1 % 

州 外 2, 165 (33%) 186 (34%) 8. 6% 1,802 (41%) 76 (31 %) 4. 3% 

合 計 6, 560 (100 %) 547 (100%) 8. 3% 4,396 (100%) 246 (100%) 5. 6% 

* Report, pp.60, 62より作成。

資料 3c 州北部の非宗教系私立リベラルアーツ・カレッジ17校の高校の成績別合格率 1946年

応募者の出身地

NY市内 州北部 州 外

上位 4分の 1 45% 67% 53% 

2 42% 55% 34% 

3 31% 29% 20% 

下位 4分の l 17% 17% 6% 

全体平均 32% 46% 31 % 

* Report, p.50より作成。
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ヨーク市内出身者）がこの制度のために入学の機会を狭め

られているといえる。

ところで，直接的にユダヤ人学生の数や割合を規定する

ものではない，この入学制度がユダヤ人学生にとって問題

となる理由は，ユダヤ人の居住地の偏りにより説明できる。

ユダヤ人に限らず，ワス プを除いた他のエスニック ・グ

ループにも該当する現象ではあるが，合衆国においてはグ

ループごとに届住地域の偏りが見られる。よって，このよ

うな「地理的配分の考慮」が実質的に人種差別や宗教差別

と同じ結果をもたらす可能性がある。ニューヨーク州内に

限って見れば，同州のユダヤ人はその92.2％がニューヨー

ク市内に居住しており，同市内の出身者が不利になってい

た上述の状況はユダヤ人の大学入学状況にも影響を与えた

であろう。（資料 4参照）

よって，地理配分制度を取り入れる大学側の意図に関し

て，若干の考察を加える必要がある。次の資料は1945年 8

月にダートマス大学学長のホプキンズが「ナチス・ドイツ

のような反ユダヤ主義から身を守るためにも，合衆国にお

いてもユダヤ人はできるだけ目立たない方がよい」との理

由でユダヤ人学生の割り当て制度を擁護する旨の発言をし

た際に，この発言に対して週刊誌『ニュー・リパブリ ック』

に寄せられた意見である。

……ダートマスの学長は，長い間存在していたけれ

ども大抵の人が議論することを恐れるかあるいは嫌が

っていたことを公の場に持ち出したのである。それを

知る立場にある人々は，ニューイングランドあるいは

国内の他の地域でも大部分の私立の高等教育機関には

ユダヤ人に対する人数条項 (numerusclausus) があ

ると言っている。（中略）もし，障壁が公式にユダヤ

人に対して設けられていない場合は，他の装罹，例え

ば学生集団の地理的配分や大都市から受け入れる割合

の上限といったものが同じ結果を達成するために用い

られるのだ。 (22)

上記の例に見られるような「地理配分制度は，学生集団

の地理的バランスの考慮を表向きの根拠とし，ユダヤ人他

のマイノリティが北束部の大都市圏に集中して住んでいる

ことを利用して，店住地を理由に間接的に彼らの入学を制

限しようとする偽善的制度である」 (23)という認識は， 当時

美幸

の反ユダヤ的入学政策に関する議論で広く見られた。確か

に大学は「多様性」をうたっているけれども，それは地理

的な多様性に限られており， 黒人学生の10％を保証しよう

という議論はこの時期ま ったく見られない。 (24) そのよう

な事情も含めて，ユダヤ人を含むニューヨーク市内出身の

志願者が州北部出身の志願者よりも多く地理配分の影響を

受けることへの不満から，このような認識が生まれたので

はなかろうか。

また，実際に大学当局者がマイノリティ学生の相対的な

減少を目論んで地理配分制度を取り入れていると思われる

例もない訳ではない。時代的には多少ずれるが，ハーバー

ド大学においては， 1923年に学生集団の地理的配分を重視

した新しい入学制度が取り入れられた。この新しい入学制

度について「（新しい地理配分の方針により）特に西部や

南部の町や小都市の高校からより多くの学生がハーバード

に来る」から「ユダヤ人学生の割合は減らされるであろう。

（中略）これらの対策は大学にふさわしくない人々が多い

集団の学生を大学に入れないようにするためのものであ

る。今のところ，その対象となるのはユダヤ人が大半だが，

彼らは名目上も事実上も人種を理由に排除されるわけでは

ない」との記事が同年の『ハーパード・グラデュエイツ・

マガジン』の 4-6月期報告に掲載された。 (25)

この報告の著者ホルムズは教育学大学院の学部長であ

り，学長ローウ ェルの反ユダヤ的発言の後1922年6月より

約一年間に渡り，ユダヤ人を含め人種や宗教による入学制

限の可否を検討してきた「大学入学候補者のより効果的な

選別のための原則と方法を検討し理事会に報告する委員

会」のメンバーであった。 1923年4月，この委員会の報告

書が提出され，人種や宗教による入学制限は「ハーバード

の機会の平等の伝統に反する」として退けられた。だが，

その一方で「ハーバードをより全国的な大学にするため」

の新しい地理配分制度が提案されていたのである。 (26) こ

の記述から，ハーバードの地理配分制度が実際にはユダヤ

人を初めとした北束部大都市出身の学生の排除を目的とし

ており，さらにその差別的意図を覆い隠すのにこの入学制

度が有効であることを大学当局が自覚していることが指摘

できる。

もっとも， このような限られた資料か ら他の大学で行わ

資料 4 ニューヨーク州の人口 1940年

白 人
白 人 計 黒 人 合 計

非ユダヤ人 ユダヤ人

NY市内 4, 943, 000 (36. 8 %) 2, 035, 000 (15. I%) 6,978, 000(51. 9%) 458, 000 (3. 4%) 7,436, 000(55. 3%) 

州北部 5, 731, 000(42. 6%) 1 71, 000 (1. 3 %) 5, 902, 000 (43. 9%) 113, 000(0. 8%) 6,015. 000(44. 7%) 

州 全 体 10,674, 000(79. 4%) 2,206, 000(16. 4%) 12,880, 000 (95. 8%) 5 71, 00 (4. 2 %) 13,451, 000(100. 0%) 

* Report, p.133より作成。
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れた地理配分制度の目的までを一般化して解釈することは

控えたい。地理配分制度はあくまでも志願者の居住地・出

身地を指標としたものであるから，特定の人種・宗教のグ

ループに属する学生を排斥する入学政策とは自ずと性格が

異なる。しかし，学生の出身地を入学許可の際の考慮に入

れることは，エスニック・グループごとに居住地の偏りが

見られる以上，大学側の排除の意図の有無は別にしても，

特定のグループのメンバーに不利益が集中することは避け

られない。本節では，少なくとも数的な問題として， 1946

年のニューヨーク州においては地理配分制度がニューヨー

ク市内に居住する学生に不利に働きがちであり，その点で

同市内に多くが居住するユダヤ人学生にとってこの制度は

入学の機会を狭めるものであったことを確認した。

3. 「ユダヤ人」に対する入学差別

ニューヨーク州のユダヤ人の中ではニューヨーク市内に

居住するものが大部分であったにせよ，市人口に占めるユ

ダヤ人の割合は白人人口のおよそ30％であり，地理配分制

度の影響による入学困難は非ユダヤ人のニューヨーク市民

にも十分該当するはずである。よって，前節の検証からで

は，ユダヤ人学生が大学進学に関して「不利」であったこ

とは認められるものの，彼らに対する確固たる「差別」ま

でが存在したとは断定できない。本節ではこのことを踏ま

え，地理配分制度の影響以上にユダヤ人そのものに対して

向けられた差別が存在したのか，存在した場合それはどの

程度の厳しさのものであったのか，同時期のユダヤ人の大

学進学状況を観察する。

まず初めに注目すべきことは，『高等教育における機会

の不平等』においてはユダヤ人・黒人の二つのグループが，

単なる人種別・宗教別の学生数統計ということではなく，

「マイノリティの入学許可 (admission)」に関して言及さ

れているという点である。 (27) ここでは，「マイノリティ」

とは数的な意味での少数者ではなく，彼らに対する差別が

取り除かれるべきグループを意味しており，（28) このこと

より当時の社会のユダヤ人に対する見方を伺うことができ

る。今日では，ユダヤ人はーエスニ ック ・グループあるい

は宗教的な所属という点においてアメリカ社会の少数派で

あるにせよ，ややもすれば既に大勢入りを果たし彼らに対

する冷ややかな視線すら存在しないかのように取り扱われ

る嫌いがある。その状況と比較して，ユダヤ人は社会的弱

者であると当時の社会，あるいは少なくともニューヨーク

州行政が認識していたことがこの資料より確認された訳で

ある。

1946年秋，ニューヨーク市，州北部にわたって州の高等

教育機関206校に人種あるいは信条 (creed) による入学制

限を行っているかどうかをたずねたところ，人種による制

限を報告したものは7校，信条による制限を報告したもの

は18校に過ぎなかった。元出身国による差別を報告したも

のはなかった。また，人種による入学制限はすべて黒人を

対象としたものであった。信条による制限を報告した18校

の内訳は，重複もみられるが，ユダヤ人の制限が18校，カ

トリック制限が6校，プロテスタント制限が16校であった。

この中には，カトリックやプロテスタントなどの宗派学校

も含まれる。 (29)

大学側からの差別の報告によりユダヤ人差別の実態を判

断することは，必然的に限界を伴う。そこで，他の調査結

果より差別の事実を推測することになるが，大学側が入学

申し込みの際に志願者の人種や信条に関していかなる情報

を求めていたのかは一つの指標になると考えられる。人種

や信条に基づいた入学者の制限を行っている場合，大学側

はまずそれらの情報を得ることが必要である。データを集

めつつも入学選抜の過程で差別的に使用していない機関も

存在するであろうから，情報を求めること自体を差別の証

拠とすることは出来ないが，やはりその可能性は高い。な

ぜなら，これらの質問項目はニューヨーク州差別対策委員

会 (NewYork State Commission Against Discrimination) 

によって差別的であると認定されたものであり，就職申込

書において問うことを禁止されていた。 (30) また，新入生

の統計を取るという理由であれば，合格後あるいは入学後

にたずねてもよいはずであり，このことは「高等教育に関

する大統領委員会」の報告書である『アメリカの民主主義

のための高等教育』でも指摘されている。 (31)

資料 5は，入学申込書において志願者の宗教や人種等を

たずねている大学の数に関する統計である。 (32) 直接的に

たずねない場合でも，その他の間接的な質問事項によりそ

資料 5 ニューヨーク州172校の入学申込書での質問事項の有無 1947年

NY市内 (68校） 小Itit 音〖 (104木交） 全体 (172校）

写 真 50% 69% 62% 

母 親 の 旧 姓 32% 70% 55% 

両親の出生地 34% 49% 43% 

人種または宗教 22% 27% 25% 

* Report, p.99より作成。
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れらを知ることは可能であった。例えば母親の旧姓を問う

場合などがこれに当たる。当時ユダヤ人入学希望者の若干

はユダヤ人であることを隠すために苗字（または父親の姓）

を変えていたが，この習慣は新しくできたばかりで母親の

旧姓までは変化させていなかったのである。 (33) また，写

真は志願者の人種を特定できる以外にも人相から人格を判

断できると当時は考えられていた。 (34)

ただし，この統計数値からではユダヤ人学生に対する差

別は推測の域を出ず，高等教育機関におけるユダヤ人差別

を証明することは困難である。大学は，たとえ少数のユダ

ヤ人学生しか受け入れていない場合でも，それは地理配分

制度や受験者の性格テストを行った結果の数字であるとあ

くまでも主張し，自らの反ユダヤ的性格をむき出しにする

ことはなかったから，差別の存在を実証した上での大学批

判は行われにくい。当時の議論でも，学生数の統計をあげ

美 幸

て極端なユダヤ人学生の少なさを大学側の差別と結びつけ

たり，あるいは学生部長が合格者と不合格者の入試成績の

データを「焼き捨てた」と言っては公開を拒否したことを

大学に意図的な差別があると判断した根拠とするのが精一

杯であった。 (35)

それでは，実際にはユダヤ人と非ユダヤ人の間では，ど

の程度の合格率の差があったのだろうか。（資料 6参照）

資料 3より，州北部の機関17校平均のニューヨーク市在住

者の合格率を 100としたときの州北部在住者の合格率を算

出すると 144になる。ゆえに， E以下の各校においてはユ

ダヤ人は平均的に地理配分制度の影響を受けた場合以上に

大学入学が困難であることになる。これらの機関には「ユ

ダヤ人」そのものに対して向けられた差別が存在すると誰

しも受け止めるであろう。 (36)

また，あるいは著しくユダヤ人学生たちの成績が低かっ

資料 6 州北部の非宗教系私立リベラルアーツ・カレッジ14校の受験者と合格者 1946年

大学
ユダヤ人 非ユダヤ人 l

偏り 2

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

A 662 493 75% 1, 537 1,079 70% 93 

B 227 50 22% 462 117 25% 114 

C 493 262 53% 892 559 63% 119 

D 120 51 43% 679 384 57% 133 

E 183 19 10% l, 028 156 15% 150 

F 63 24 38% 276 178 65% 171 

G 72 28 39% 234 157 67% 172 

H 127 27 21 % 165 65 39% 186 

I 233 52 22% 700 293 42% 191 

J 150 26 17% 614 291 47% 277 

K 250 32 13% 727 331 46% 354 

L 122 18 15% 284 181 64% 427 

M 241 16 7% 1, 297 409 32% 457 

N 96 12 13% 220 131 60% 462 

total 3,039 1, 110 37% 9, 115 4,331 48% 130 

l 黒人学生を除く。

2 各大学へのユダヤ人受験者の合格率を100とした場合の非ユダヤ人受験者の合格率。

* Report, p. l 08より作成。

資料 7 州北部の非宗教系私立リベラルアーツ・カレッジ 13校の高校の成績別合格率 1946年

ユダヤ人 非ユダヤ人 合格率
偏り l

応募者数 合格者数 応募者数 合格者数 ユダヤ人 非ユダヤ人

上位 4分の l 810 (33%) 415 2,464 (32%) 1,780 51 % 72% 141 

2 800 (33%) 358 2, 344 (31 %) 1, 272 45% 54% 120 

3 501 (20%) 132 1, 785 (23%) 585 26% 33% 127 

下位 4分の l 352 (14 %) 73 1,094 (14%) 184 21 % 17% 81 

全 体 2,463 (100%) 978 7,687 (100%) 3,821 40% 50% 125 

l ユダヤ人受験者の合格率を 100とした場合の非ユダヤ人受験者の合格率。

*Report, pp.117, 119, 122より作成。
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たのならば，上述の合格率の低さも説明できよう 。しかし

ながら，ユダヤ人応募者内での高校の卒業クラスでの成績

分布は非ユダヤ人とほぼ同じであり，学業成績が低い者が

特に多かったという事実は認められない。資料 7は，州北

部の無宗派私立リベラルアーツ・カレ ッジ13校における高

等学校での成績別ユダヤ人と非ユダヤ人の合格率の比較で

ある。この13校とは，先の資料 6の14校のうちデータの提

供を受けていない 1校を除いた比較である。

そして，今までに説明した状況は資料 8のように総括で

きよう。すなわち，同じニューヨーク市居住者の中でもユ

ダヤ人と非ユダヤ人では合格率に差が生じている。非ユダ

ヤ人と比べてユダヤ人の学業成績が特に悪いということが

ない以上， このことは地理配分制度の影響により多少入学

が不利になる以外にも「ユダヤ人」に向けられた差別が存

在する何よりの証左となる。

ただし，差別の程度ということに関しては，冒頭の資料

1のような状況はあくまでも極端な例であることが本節で

の検証により明らかになった。教育社会学者ドッドソンが

「ほぼ全ての伝統的なリベラルアーツ・カレッジ」に当て

はまるとした「非ユダヤ人学生の競争率は 2倍，ユダヤ人

は20倍」 (37)という数字も，少なくとも全ての機関に該当す

るようなものではない。しかしながら，同時期の黒人のよ

うに進学の目標や動機すら奪われていた状況と比較する

と，ユダヤ人学生は進学への意志や非ユダヤ人であれば入

学許可を得られる学力を持ち合わせていながら入学の機会

を狭められたのであり，このことが大学の入学政策に対す

る不満と不信を強く感じさせたのではなかろうか。

以上のように本節では1946年秋を例にユダヤ人学生の

大学入学状況を観察した。地理配分制度の採用により届住

地に偏りのあるユダヤ人は影響を受けたにせよ，機関によ

っては入学制度の性質から派生する影響という以上にユダ

ヤ人が非ユダヤ人の学生に比して不利になっている。特に，

同じニューヨーク市内居住者でも非ユダヤ人の学生よりユ

ダヤ人学生の方が合格率が低いことは「ユダヤ人」に対し

ての差別が存在することを端的に示している。そして，ユ

ダヤ人の間ではより高い学業成績を上げた者ほど入学許可

を得られる可能性が高くなるから，数少ないユダヤ人に許

された割り 当てを巡って競争が激化したのである。

結びにかえて ―—差別の解消に向けて一

それでは，本稿で考察してきたユダヤ人差別は，何時，

どのようにして終息したのであろうか。高等教育機関にお

けるユダヤ人学生排斥の弛緩の原因を，行政による調査と

法律の整備，ユダヤ人団体の｛動き，戦後の社会状況の三面

から考察し，本稿を締めくくることとしたい。

第二次世界大戦終結後は，行政 ・社会の双方により本格

的な高等教育の拡大・大衆化が望まれた時期であった。こ

の時期さまざまな団体や委員会によって高等教育の実態

が調査された。例えば， 1946年にはニューヨーク市長統一

委員会 (MayorsCommittee on Unity in New York City) 

が非宗教系の私立大学やプロフェッショナル ・スクールに

おいてユダヤ人，カトリック，黒人に対する差別があるこ

とを明らかにした。そして，その状態が過去十年間に非常

に悪化していることを指摘するとともに州立・市立大学の

設立により事態を改善することを提唱した。 (38) 本稿で取

り扱った報告書『州立大学の必要性に関する委員会の報告

書』もまた，個々の大学名は伏せられているものの， 1946

年秋のニューヨーク州の高等教育機関への入学に関してさ

まざまな角度からのデータを得ることができる。連邦レベ

ルではトルーマン大統領のもとで「高等教育に関する大統

領委員会」の報告書『アメリカの民主主義のための高等教

育』が1947年に発行された。これは全六巻からなる報告書

で主に復員軍人への教育機会の提供の拡大を主眼とした調

査報告であったが，その中にはユダヤ人に対する差別に関

する項目も設けられていた。 (39)

行政からの積極的な差別解消のための働きかけとして

は，この他にも法律の整備をあげることができる。ニュー

ヨーク州では， 1948年4月に全米で初めて公正教育執行法

(Fair Educational Practice Law) が制定され，続く 1949

年にはニュージャージー州とマサチューセッツ州において

も同趣旨の法律が制定された。同法は，宗教学校あるいは

資料 8 州北部の非宗教系私立リベラルアーツ・カレッジ14校の居住地別ユダヤ人志願者の合格率 1946年

志願者の 志願者数 合格率

居住地 ユダヤ人 非ユダヤ人 ユダヤ人 非ユダヤ人
偏り l

Ny市 1,228 1,807 33% 45% 136 

州 北 部 1, 221 4,592 48% 53% 110 

州 外 590 2,716 20% 40% 200 

全体平均 3,039 9, 115 37% 48% 130 

l ユダヤ人受験者の合格率を100とした場合の非ユダヤ人受験者の合格率。

* Report, p.112, 115より作成。
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宗派学校がその宗教あるいは宗派のメンバーからのみ学生

を募集する場合を除いて，裔等教育機関への入学における

人種，肌の色，宗教，信条，出身国による差別を禁じたも

のである。

その他ユダヤ系アメリカ人の組織が差別の解消に果た

した役割も見逃してはならない。世論分析の権威エルモ・

ローパー (ElmoRoper)は，ニューヨー ク市に本部を置

くユダヤ人団体反名巻毀損同盟 (Anti-DefamationLeague 

=ADL) の資金提供を受けて， 1947年秋の入学に関して

10,063人の白人の高校卒業生に調査を行った。調杏結果は

1949年 3月に発行され，ユダヤ人学生が第一希望のメディ

カル・スクールその他の高等教育機関に入学するのは難し

く，複数校受験により進学率そのものはかろうじてプロテ

スタン トやカトリ ックに近い数字を維持している事実が指

摘された。 (40)

この調査は ADLによる “Crackthe Quota"運動の第一

歩であり，調査結果はアメリカ教育評議会 (American

Council on Education=ACE) に知 らされた。これは教育

関係者自身による差別解消への取り組みのき っかけとなっ

た。 1949年11月には「大学入試における差別に関する全国

教育者会議」が ADLとACEの後援によりシカゴのホテル

で行われた。この会議は「行政からの強制なしに高等教育

への入学に関する経済的な障害や人種・宗教による差別を

取り除くことを目的とした」もので，大学総長，学部長，

学籍係など100名強が参加した。(41)

この会議の終了後も， ADLとACEは各地域で会議を開

催した。 1950年4月にはワシントン DCで最初の地域会が

行われ，バージニア州，メリーランド州，デラウェア州，

コロンビア特別区から28の大学の代表85人が参加した。同

様の地域会はこの他にもシカゴ (1950年11月， 75校より200

人），デンバー (1951年 2月），ウィスコンシン (1951年 3

月），ペンシルバニア，インディアナ，アイオワ，ミシガ

ン，ニューヨー ク等でも次々と行われた。 (42)

こうした大学側の主体的な取り組みの結果，その効果は

具体的な入学政策の変化に表れた。1953年10月までに，そ

れまで入学申込書で志願者の人種や宗教を問うていた大学

のうち450校以上がそれを取り除いていることが確認され

ている。また，この450校とは別に， 250校が入学後にこ

れらの項目を問うようになった。(43)

この活動に対する ADLの｛動きは大きく評価されるべき

であろう 。ADLは1949年11月のシカゴでの会議の立案を

はじめとして各地域での会議の開催にも深く関わ ったほ

か，資金面においても調査費として年40,000ドルを供出し

ている。(44) その他 ADLは，反ユダヤ主義その他の差別に

関する独自 の年次調査 『自由の尺度』(1950年4月9日発

行） の中の℃rackingthe Quota"に関する部分をパ ンフ
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レットとして再版し， 1,200校の裔等教育機関や全州の教

育課長に送付した。それに対し，幾つかの機関は ADLの

活動への共感する旨のコメントを寄せている。 (45)

もっとも，いかに ADLやACEの主張が説得力のあるも

のであ ったとしても，それを受け入れる土壌がなければ差

別の解消はかなわなかったであろう。すなわち，ユダヤ人

学生に対する差別の弛緩の原因のうちでも無視できない要

因に，高等教育に対する社会の要請を数える必要がある。

この背景には， 1944年制定の復員軍人援護法の成果として，

第二次大戦後に惹起された復員軍人出身学生の大学への殺

到，並びに，大恐慌の後に誕生した所謂ベビー・ブーマー

達が， 1950年代以降，続々と学齢期に到達した為に，学齢

期人口が長期的に急増化してい った事 (46)がある。それに

伴い，学術能力が入学候補者選抜の主要な尺度とな った。

志願者の急増により，戦前には広く用いられていた個人面

接に非常にコストが掛かるようになったこともその理由の

一つとしてあげられよう。 (47) また，戦後に伝統的私立大

学と新興の巨大州立大学との間で学問的威信を求めての競

合が繰り広げられたことが，束部名門私立大学の教員任用

の際の反ユダヤ主義を後退させたと佐藤唯行は指摘してい

るが， （48) そのような大学内の雰囲気は必然的に，学力的

に優れた学生の獲得を巡る競合も生んだと推測される。

"Crack the Quota"運動の成功は高等教育を要請する戦後

の社会状況との相乗効果によ って説明できよう 。

以上のような理由により第二次世界大戦後，大学入学

を巡るユダヤ人の状況は大幅に改善された。ユダヤ人は単

に学生集団において人口比を大幅に凌駕する割合を占める

ようになっただけでなく，戦後の高等教育の拡大とともに

さらに高い進学率を示すようにな った。 1970年代には，非

ユダヤ人の40％に対し，学齢にあるユダヤ人の80％が大学

に進学している。 (49) そして，これに伴いユダヤ人の学術

分野や専門職への進出がいっそう進んだのである。

本稿では，アメリカ合衆国の高等教育機関におけるユダ

ヤ人差別，特に非ユダヤ人学生と比較してのユダヤ人学生

の入学状況を数的に明らかにすることを目的とし， 1940年

代中期のニューヨーク州の事例を 「州立大学の必要性に関

するニ ューヨーク州臨時委員会」 の報告書を用いて考察し

てきた。ニューヨーク市内にその多くが居住するユダヤ人

学生は，同時期に普及していた地理配分の入学制度のもと

では特に州北部の機関を受験する際に不利になることが

あった。また，入学申込書において人種 ・宗教等を尋ねる

質問項目が設け られることがあ ったが，機関によ っては非

ユダヤ人の学生に比べてユダヤ人の学生には非常に少ない

入学許可 しか与えておらず， これ らの大学は意識的にユダ

ヤ人学生の割合を低 く抑えていたと考え られる。何よ りも，
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極端な学業成績の差がないにもかかわらず，ニューヨーク

市内居住者の中で非ユダヤ人とユダヤ人で合格率が異なる

ことが，ユダヤ人に対する差別が存在することを物語って

いる。ただし，当時の新聞や雑誌で伝えられたような絶望

的な状況はあくまでも差別の厳しい事例であろう 。同報告

書より，非ユダヤ人学生の「入学許可の得やすさ」を 100

とすると，ユダヤ人学生のそれは76と計算された。(50)

第二次世界大戦後，高等教育を巡るユダヤ人の状況には

かなりの改善が見られた。行政・大学関係者双方により高

等教育の機会の拡大や人種・宗教等による差別の解消が計

られ，合衆国全体として急速に高学歴化が進んだことがユ

ダヤ人の進学状況にも大きく作用している。その際， ADL

による “Crackthe Quota"運動は大学関係者による差別

の自己修正を促進する働きをしたといえよう。

一方，本稿で用いた報告書に関して「差別の実態をシン

プルに描き出すのに成功しているけれども，複数校受験や

校友優先に関しての考慮がなされていない」という評価が

ある。 (5りまた，個々の大学関係者のユダヤ人志願者に対

する考えを探ることができれば，本稿では曖昧になった大

学側の地理配分制度採用の動機や目的をうかがうことも可

能になると考えられる。今後はこれらの問題点を踏まえた

上でさらに多くの史料をクロス分析することが必要となろ

う。
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